
〈抄録〉

　本研究では公立図書館への指定管理者制度の導入検討開始から指定期間完了後までの

各過程における地方公共団体構成員の意思決定と、それが図書館運営にどのような影響

を与えたかを明らかにする。調査対象は山形県天童市とし、議事録や事業報告書等の一

次資料の分析と、担当者へのインタビュー調査を行なった。その結果、指定管理者制度

導入の発案を行なった教育委員会が各過程においてイニシアティブを持っており、他の

構成員の影響は限定的であったこと、教育委員会の意思決定は導入後の図書館運営にも

影響を与えていたことがわかった。

１　はじめに

1.1　本研究の背景と目的

　2003年の地方自治法改正により、公立図書館への指定管理者制度の導入が可能になっ

た。導入館は年々増加し、日本図書館協会の2017年の調査（１）によれば、2016年度までに

指定管理者制度を導入した図書館は237地方公共団体536館である。なぜ公立図書館に指

定管理者制度導入の意思決定を下す地方公共団体が増加しているのか。安藤（２）は公立図

書館に指定管理者制度を導入した地方公共団体へ、質問紙調査で指定管理者制度を導入

した理由を訪ねている。その結果、地方公共団体は指定管理者制度導入により、経費削
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減と利用者サービスの向上を達成できると考えていることが明らかになっている。一方、

総務省の調査（３）（４）によると、公立図書館を直営で運営している地方公共団体は、指定管

理者制度を導入しない理由として、約５割が「図書館の役割、機能等」を挙げている。

また、公立図書館の機能側からみた、意思決定に影響を与える要因として、平山は図書

館長の諮問機関である図書館協議会の答申が導入の是非に影響を及ぼすことを指摘して

いる（５）。

　以上のように、公立図書館の指定管理者制度導入に際しての地方公共団体の意思決定

に関し、主に導入の要因がなんなのかという点については調査した研究が存在するが、

その意思決定が地方公共団体でどのように形成されていったのかを分析した研究は行わ

れていない。また、事例報告としても、指定管理者制度導入後、直営に戻すまでの経緯

を議事録等の発言を基に詳細に報告した事例（６）は存在するが、議会議員、教育委員会、

行政担当者等の、図書館関係者以外の地方公共団体構成員の影響を１次資料から多面的

に明らかにした研究は無い。

　そこで本研究では、指定管理者制度の導入検討開始から指定期間完了後までの各過程

における地方公共団体構成員の意思決定と、それが図書館運営にどのような影響を与え

たかを明らかにすることを試みる。本研究の成果は、地方公共団体が公立図書館の運営

形態を検討するうえで、どのような検討要因が有り得るか、新たな視点を提供するもの

となると考えられる。

1.2　関連研究

　図書館への指定管理者制度導入に関する地方公共団体の認識についての調査として、

小山・永田（７）は全国の都道府県・市区町村の教育委員会図書館担当課を対象に、公立図

書館の経験に関する質問紙調査を実施している。その中で指定管理者制度についても尋

ねており、制度を採用している、または今後採用する予定の地方公共団体においては、

開館時間の延長・開館日の増加（82団体中22団体）、人件費の削減（20団体）をメリッ

トとしてあげる団体が多かった、としている。一方、司書率向上をメリットにあげる団

体は少なかった（５団体）（８）。地方公共団体の意識について、より直接的に指定管理者

制度に絞った研究としては安藤による質問紙調査がある。これは制度を導入した地方公

共団体と図書館（指定管理者）に質問紙を郵送し、制度導入の効果と制度によって生じ

た問題点を尋ね、それぞれの回答を対比するものである。結果から、効果については自

治体と指定管理者で認識が一致する一方、問題点は指定管理者の方が強く意識している

ことが指摘されている（９）。また、指定管理者制度導入以前の関係者の議論の分析として

は、箕面市を対象に、図書館協議会の答申・意見書と市側の財政分析・外部監査の結果

を比較した米谷の研究がある。同研究では図書館協議会、外部監査ともに図書館を資料
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を貸出する機関としてしか捉えていないことを指摘している（10）。指定管理者制度の導入

プロセスに関しては、指定管理者選定プロセスに関する赤山の研究があげられる。同研

究では指定管理者制度導入館に対し、指定管理者選考プロセスに関する質問紙調査とイ

ンタビューを行い、文献調査等から整理した制度導入時の留意点と対比している。結果、

指定管理者選定時には公募型プロポーザルを行う地方公共団体が多いが、公平性・透明

性の確保という観点からは、情報公開条例を設置した上で、競争的対話方式の入札を行

うことが望ましいとしている（11）。

　指定管理者制度導入後の運営に関する研究として、水沼は指定管理者制度導入館と導

入していない図書館で、レファレンスサービスの実施状況や、レファレンス質問の受付

数、制度導入後の質問受付数の変化を分析している。結果から、指定管理者制度導入館

は未導入館に比べて質問受付数が多く、導入後に受付数が増加していること等を指摘し

ている（12）。

　このように、図書館における指定管理者制度に関わる研究としては、（導入前後を問

わず）関係者の意識や議論を調査・分析したものや、導入プロセスを研究したもの、導

入後の運営状況を分析したものがそれぞれ存在する。一方で、それらそれぞれの関係性

について分析した例は管見の限り見当たらない。本研究は一つの地方公共団体・図書館

に着目しつつ、この欠落を埋めるものと位置づけられる。

２　調査方法

2.1　調査手法の概要

　本研究では文書記録等の一次資料とインタビュー調査に基づき、指定管理者制度の導

入検討開始から、後の指定管理者再選定に至るまでの一連の過程において、地方公共団

体構成員が図書館や指定管理者制度にどのような認識を持っていたか、それが意思決定

や図書館運営にどのように影響していったかを明らかにすることを試みる。調査対象は、

山形県天童市立図書館とする。対象に選択した天童市は山形県でいち早く、2008年に図

書館に指定管理者制度を導入した地方公共団体である。そのため、周辺の公共団体によ

る公立図書館への指定管理者制度導入に関する知見などが得づらい状況にあり、市自ら

指定管理者制度の可否や導入後の運用について検討する必要があったと思われることか

ら、導入の意思決定過程について調査するという本研究の目的を満たすことが可能と考

えられる。また、2018年より指定管理者制度の３期目に入った。そのため導入前後の議

論のみならず、導入後の市議会等での議論や、その後の指定管理者再選定時の動向等も

分析することができることを期待して、同市を調査対象に選択した。

　まず文書記録については、対象期間を以下のように分類し、それぞれの期間で図書館
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における指定管理者制度導入・運用に関わる文書を入手・分析する。

　指定管理者制度導入以前の議論

　市議会会議録、指定管理者審査委員会議事録

　指定管理者制度導入後の運営

　指定管理者が作成する事業計画・事業報告

　指定管理者制度導入後の議論

　市議会会議録

　指定管理者再選定時の資料

　募集要項・管理業務仕様書

　このうちは主として図書館の上位組織である教育委員会の、制度導入検討開始時点

での、図書館・指定管理者制度に対する認識を示すと同時に、市議会議員や指定管理者

審査委員の認識も示すものとなる。について詳細に分析することにより、まず制度開

始時点までの関係者の認識を整理し、後の分析の枠組みを作成する。

　については制度導入後、選定された指定管理者が図書館運営にあたって何を重視し

たか、および指定管理者制度導入後の運営状況を示すものである。これとの分析で得

た枠組みを比較することで、地方公共団体関係者の認識が、指定管理者による図書館運

営においてどの程度意識され、影響を与えていたのかを検討する。

　については制度導入後の、市議会議員の図書館・指定管理者制度の認識を示すもの

である。の分析で得られた制度開始時点での認識との比較を行う。

　については制度導入後の、主として教育委員会における図書館・指定管理者制度に

対する認識の変化を示すものとして分析する。指定管理者の募集にあたっては、募集要

項・管理業務仕様書が策定される。これらの策定は、指定期間の終了に際し、次期指定

管理者の選定の度に新たに策定・公開される。新たに策定するにあたって、現在の指定

管理者による運営状況を受け、地方公共団体関係者が図書館運営の見直しを行い、その

結果を次期の募集要項・管理業務仕様書に反映させると思われる。これを分析すること

で、教育委員会の図書館・指定管理者制度に対する認識について検討する。

　以上のように、本研究では主として文書記録を分析の対象とする。ただし、指定管理

者制度導入に関わる地方公共団体関係者のうち、教育委員会に対してはインタビュー調

査を実施する。指定管理者制度導入後は公立図書館の運営を指定管理者が行うことにな
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るため、教育委員会が図書館について方針を示すなど、認識を文書に示す機会が減少す

るためである。そこで文書記録による分析を補うものとして、教育委員会関係者に対す

るインタビュー調査も実施し、の制度導入以前の文書記録の分析から得られた枠組み

と照らし合わせて分析していくこととした。

　次節で調査対象である天童市・天童市立図書館の概要を述べた後、2.3節では文書記

録の分析の対象とする文書について、2.4節ではインタビュー調査について、それぞれ

詳細を記す。

　なお、図書館の指定管理者制度導入の検討に関わった機関、人物については複数の肩

書、所属が確認されたが、本調査では、各人の発言をそれぞれの所属を担う見解である

とみなし、以下のように統一することとした。

・教育委員会：教育委員長、教育委員会担当者、生涯学習課、生涯学習課図書担当者、

生涯学習課図書係

・市議会議員：各市議会議員

・審査委員：審査委員長、審査委員

・指定管理者：事業応募者、事業団担当者

2.2　調査対象とする地方公共団体・図書館

　調査対象の天童市立図書館は1973年７月旧省庁（現・旧東村群役所資料館）を利用し

て設置された図書館である。1983年７月に現在の新市立図書館が完成し、この施設は

1987年の第三回日本図書館協会建築優秀賞を受賞している。その後、2008年４月に市立

図書館としては山形県内で初めて、指定管理者制度を導入した（町立図書館としては河

北町立中央図書館、川西町立図書館が当時既に指定管理者制度を導入済みであった）。

指定管理者は財団法人天童市文化・スポーツ振興事業団である。指定管理者制度を導入

した2008年時点と2016年度天童市立図書館の概要を表１にまとめる。

表１　天童市立図書館概要

2008年（19） 2016年（20）

建築延床面積 1,966㎡ 1,967㎡

奉仕人口 約63千人 約62千人

蔵書冊数 約197千冊 約203千冊

貸出冊数 約267千冊 約256千冊

登録者数 約40.4千人 約47.9千人

公立図書館への指定管理者制度導入時・導入後の運営に地方公共団体関係者の認識が与える影響

- 65 -



2.3　調査対象とする文書記録

2.3.1　指定管理者制度導入以前の議論

　指定管理者制度導入以前の議論に関し、一次資料を収集するにあたっては天童市に対

して「図書館の指定管理者制度に関する資料」の情報公開請求を行った。その結果、

2007年に行われた指定管理者審査委員会会議の議事録等を収集した。なお、応募者が提

出した事業計画書や、それらの審査結果についても請求したが、天童市の指定管理者制

度に応募した団体が一団体のみであったことを理由に、公開されなかった。

　また、指定管理者制度の導入については2007年の第一回天童市議会において検討され

ている。天童市議会の会議録はインターネット上で公開されており、そこから入手・分

析した（13）。

2.3.2　指定管理者制度導入後の運営

　指定管理者制度導入後の運営に関わる資料としては以下を収集した。

　『平成20年度　天童市立図書館　事業報告』（14）

　『平成21年度　天童市立図書館概要』（15）

　『平成25年度　天童市立図書館概要』（16）

　は指定管理者である財団法人天童市文化・スポーツ振興事業団名義、・は天童

市立図書館名義で作成・公開された文書である。は2008年度の事業の報告のみを含む

もの、、は当該年度の事業計画および前年度の主要な事業・利用状況の報告を含む

ものである。、は天童市立図書館に指定管理者制度が導入された直後（2008～2009

年）のもの、は第１期の指定期間が終了し、第２期に入る時期（2013年）のものであ

る。それぞれ制度開始直後、一定期間を終了し事業の見直し等が行われたタイミングに

おいて、制度導入以前の議論等がどのような影響を持っていたかを検討するのにふさわ

しい時期の文書と考えられる。なお、・は2.3.1で述べた情報公開請求時に指定管

理者制度に関する資料の一部として入手したもの、は後述するインタビュー調査時に

直接、入手したものである（いずれもインターネット等での公開は行われていない）。

2.3.3　指定管理者制度導入後の議論

　指定管理者制度導入後の議論については、導入以後の天童市議会会議録を主として分

析することとした（17）。
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2.3.4　指定管理者再選定

　天童市立図書館における指定管理者制度の第１期指定期間は2008～2012年度、第２期

は2013～2017年度であり、2018年度より第３期に入る。

　指定管理者再選定に関わる文書としては１期目・２期目それぞれの指定期間終了・次

期指定管理者募集に際して作成される募集要項・仕様書が存在しうる。しかしこのうち

１期目終了・２期目の選定時に関わる募集要項・仕様書については、公開時点で入手の

機会を逸し、後に情報公開請求したものの入手が叶わなかった。一方で２期目終了・３

期目の選定に関わる資料『天童市立図書館指定管理者募集要項・管理業務仕様書』は

2017年度に公開され、2018年３月時点でもインターネットでの公開が継続されている（18）。

そこでこの2017年度の資料を、制度導入後の指定管理者制度の運営や議論が、後の再選

定に与える影響の一部を示すものとして分析することとした。

2.4　インタビュー調査

　前述の通り１期目終了・２期目選定時の募集要項・仕様書の入手が叶わなかったこと

により、指定管理者制度の導入から１期目にかけての、受託者や市議会議員以外の地方

公共団体関係者、特に教育委員会関係者が、図書館と指定管理者制度に関してどのよう

な認識を抱いていたか、そこに変化はあったのか等を知る手がかりが文書記録としては

存在しない。そこで、文書記録の調査を補完するものとして、関係者に対する半構造化

インタビュー調査を行った。調査は2014年３月に実施し、対象者は天童市の図書館担当

部局職員１名（教育委員会生涯学習課文化財係）とした。

３　調査結果

3.1　指定管理者制度導入以前の議論

3.1.1　平成19年（2007年）天童市議会での議論

　天童市立図書館への指定管理者制度導入は2007年６月に実施された天童市議会定例会

において、議題10号「天童市立図書館設置及び管理に関する条例の一部改正について」

として審議されている。これは「市立図書館の管理を指定管理者に移行するため、移行

に必要な管理業務及び管理基準を定める」条例改正案の審議であるが、実際には図書館

への指定管理者制度導入の是非自体が議論されている。

　図書館への指定管理者制度導入に関する直接的な議論がなされたのは６月11日と６月

20日の２回である。前者は指定管理者制度導入に反対する立場の議員による質問と教育

委員会（教育委員長、教育庁）による応答が、後者は条例改正案の審議が付託された文

教経済常任委員会からの報告および導入反対派、賛成派それぞれの議員による発言があっ
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た後、改正案の採決がなされ、賛成多数で可決された。

　その後、次項で述べる指定管理者審査委員会での検討を経て、12月開催の市議会定例

会において今度は指定管理者の指定が議題にのぼった。これは指定管理者審査委員会が

決定した財団法人天童市文化・スポーツ振興事業団を指定管理者とすることについて、

議決を求めるものであったが、ここでも再び指定管理者制度導入によるメリットや導入

後の図書館運営等、図書館への指定管理者制度導入自体が議論されている。直接的な議

論としては12月12日に導入後の図書館サービスに関する議員からの質問と教育委員会か

らの応答があった後、12月20日に議案が付託された総務教育常任委員長から報告があり、

一部議員の反対討論の後、賛成多数で可決された。

　一連の市議会における議論は、主に以下の４項目に整理できる。

　指定管理者制度導入の目的は何か

　教育委員会は一貫して、制度導入の主な目的は専門性の向上とサービスの向上である、

としている。より具体的には、指定管理者制度の導入により司書資格所持者を常時複数

人配置できること、それに伴ってレファレンスサービスの充実やブックトーク等の読書

推進を図ることができる、ということを大きな利点として市議会に説明している。また、

必ずしも専門性を伴わないサービスの向上としては、開館時間の延長と開館日数の増加

や、利用者の多い週末への職員の重点配置実現をあげている。反対の立場をとる議員は

いずれも直営でも実現可能と指摘しているが、賛成派の議員は現実的には司書資格取得

者を直営で複数人配置することは困難であると反論している。また、反対派の議員は、

専門性や図書館に関するノウハウが、指定期間の年限が存在する指定管理者制度では蓄

積されないことへの懸念も再三、指摘している。

　加えて、教育委員会は市議会で必ずしも明言はしていないものの、文教経済常任委員

会（議事録未公開）では経費節減もメリットと述べたことが本会議議事録中の同委員会

報告からうかがわれる。

　制度導入後の図書館の運営方針

　教育委員会は基本的に全サービスを指定管理者に任せるとしつつ、生涯学習課に図書

館担当職員を置くと同時に、資料選定については行政が責任を持つとする発言も認めら

れる。ただし、資料選定方針を定める程度なのか、実際の選定についても担当するのか

については、市議会中でも発言内容の揺れが認められる。

　制度導入後の図書館員の雇用

　反対派の議員が最も強く主張した点であり、経費節減が人件費削減によってしか実現
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できないことから、指定管理者制度には問題があると繰り返し述べている。一方で教育

委員会は、低賃金労働が増えるような事態にはならないよう配慮する発言を複数回、行っ

ている。

3.1.2　指定管理者審査委員会での検討

　指定管理者審査委員会は2007年７月17日、31日、10月16日の３回にわたり開催された。

第１回・第２回が募集に関わる仕様策定等の会であり、第３回が応募団体から指定管理

者を選定するための会である。なお、情報公開請求により入手した資料中には、委員の

名簿は含まれていなかった。

　第１回審査会

　第１回の審査会で主な議論の対象となったのは職員数である。教育委員会の提案では

制度導入後は職員を増加すること、窓口のほかに事務室等に常時４人職員を配置する（う

ち２人を司書とする）ことを想定していたが、これに審査委員より疑義が述べられた。

審査委員は「指定管理者制度は業務にあったリーズナブルな体制と賃金」を実現するも

のであり、職員数増、司書増の必要性を疑問視している。これに対し、教育委員会側は

現状（当時）、司書が配置されていないことで利用者の問い合わせに答えられない事態

が発生していること等を述べ、今後、図書館がより高度な機能を実現していく上で、職

員増・司書増は必要であるとの反論をしている。

　また、議論があったわけではないが、資料の選定について、教育委員会（生涯学習課）

にも選定を指定管理者と共に考える部署を設置することを検討している、と教育委員会

側から発言があった。

　第２回審査会

　第２回審査会では審査委員による、制度導入後の図書館の位置づけを教育委員会とし

てどう考えているかの質問に端を発し、審査委員・教育委員会間で議論が交わされた。

教育委員会としては図書館に関して担当を置くだけではなく、図書館係を内部に設置し、

教育委員会としてリーダーシップをとっていくための係とするとしている。また、指定

管理者制度導入後、資料選定に関して教育委員会が積極的に介入していく方針であるこ

とも、審査委員とのやり取りを通じて述べられている。

　第３回審査会

　指定管理者を決定する第３回の審査会は、応募団体が天童市文化・スポーツ振興事業

団の一団体のみであったことから、その事業計画等に関して審査委員が説明を受け、質
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問・要望を述べる場となった。

　後に指定管理者となる天童市文化・スポーツ振興事業団は計画中で、司書の常時複数

配置、教育委員会との連携、児童書コーナーのレイアウト見直し等の説明を行っている。

審査委員からはレファレンスサービスの強化や、移動図書館・分館による全域サービス

の要望がなされている。

　その後、天童市文化・スポーツ振興事業団が指定管理者として採用され、前述のとお

り市議会での承認を経て、2008年４月１日より天童市立図書館へ指定管理者制度が導入

された。

　以上の審査会でのやり取りから、審査委員の中にはコスト削減こそが主目的と考える

者がおり、それに対し教育委員会の側がサービス向上をより重視していたことがわかる

（第１回）。また、少なくとも導入以前の段階では、教育委員会は制度導入後も図書館

に関するリーダーシップを取ること、中でも資料選定には積極的に関わる方針であった

ことが指摘できる。この方針は審査委員からも期待されていたものである。

3.1.3　指定管理者制度導入以前の議論のまとめと以下の分析の枠組み

　3.1.1、3.1.2の分析より、指定管理者制度導入以前に市議会・指定管理者審査委員会

で議論の対象となった点と、一部に反対意見はありつつも、ある程度関係者間の意見の

合致を見た内容は以下の通り整理できる。

　制度導入の目的

ａ）専門性向上（司書複数配置）

ｂ）サービス向上（開館時間延長等）

ｃ）コスト削減

　制度導入後の図書館の運営方針

ａ）教育委員会がリーダーシップをとる

ｂ）資料選定には教育委員会も関与する

　制度導入後の図書館員の雇用

ａ）増員・司書を複数配置する

ｂ）低賃金労働者が増えないよう配慮する

　3.2節以下では以上の点について、制度導入後の運営においてどの程度実現されたか、
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あるいはその後の議論でも引き続き検討されているかを検証していく。

3.2　指定管理者制度導入後の運営

　指定管理者制度導入後の図書館運営状況については、2.3.2であげた３つの文書に基

づいて、主に前節で策定した分析枠組みのうち「制度導入の目的」の重点化の有無や達

成状況を見ていくこととする。また、その他の基礎的な統計（貸出数、来館者数等）に

ついても、参考までに制度導入前後の推移を確認する。

3.2.1　指定管理者制度導入目的の状況

ａ）専門性向上

　3.1節で見たとおり、天童市立図書館への指定管理者制度導入にあたり目的とされた

専門性向上とは司書資格を持つ職員の複数配置を実現することであり、それによってレ

ファレンスサービス等の質を向上することであった。

　導入直後の2008年の組織について、各文書中に記載はないが、『平成21年度天童市立

図書館概要』によれば、２年目の2009年度の時点で司書が５名、配置されていたことが

組織図に明記されている。一方で平成25年度（2013年）の組織図では明記されている司

書は４名と１名、減少しているが、後述するインタビュー調査では同時点で司書は５人

いるとされており、組織図上で明示されていない司書資格所持者がいるものと考えられ

る。なお、司書に限らない職員数自体については、平成21年度に対し平成25年度は専任

職員１名（庶務担当）、パート・臨時職員２名、増加している。

　司書の複数配置が実現している一方で、その効果として事前の議論で期待されていた

レファレンスサービスの充実については、事業報告等に統計が存在せず、量的状況は把

握できない。事業計画等でも特に重視する旨の記述はないが、指定管理者作成の『平成

20年度　天童市立図書館　事業報告』中に、「レファレンス業務についても、司書のス

キルを十分に活かし、多様なニーズに応えるとともに、職員間で情報を共有できるよう

台帳を作成」したと記述がある。少なくともサービス実施体制については改善が見られ

たものと推察される。

ｂ）サービス向上

　ここで言うサービス向上とは、開館時間の延長・開館日数の増加であった。表２に各

文書のデータに基づき開館日数の変化をまとめた。

　指定管理者制度導入直後、開館日数は年間８日増加している。休館日の規程自体は導

入前と大きく変わっていないが、繁忙期である７月の月末整理休館を廃したり、整理休

館日と通常の休館日が重なった場合には追加の休館日を設けない等、運用の変化によっ
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て開館日数を増やしていた（なお、3.1節で特記はしなかったが、毎月の休館日が火曜

日から月曜日となったのは理容業界の要望を反映したと市議会で質疑が交わされている）。

　一方、指定管理第１期が終了し、第２期に入るタイミングで、開館日数は大きく増加

している（51日間）。後述もするが、第２期の指定管理者募集にあたり、休館日を大幅

に縮小することが盛り込まれると同時に、指定管理料の増額が図られており、実際の開

館日数増加に結びついている。

　開館日数増と同時に指定管理者制度導入のメリットとして開館時間の延長もしばしば

あげられていた。これについては指定管理者制度導入のタイミングで、従来は午前10時

から午後６時までであったものが、夏季（４～10月）は午前９時から午後７時、冬季（11

月～３月）は午前９時から午後６時までと夏季２時間、冬季１時間延長されている。制

度導入以後は変化がないが、各年の事業報告には、開館時間以前でも、開館待ちの利用

者がおり、館内の準備が整っていれば開館する等、弾力的に運用していたことが特記さ

れている。

表２　天童市立図書館開館日数推移

開館日数 休館日

2007年

（導入前）
280 月曜、月末整理休館、年末年始、特別整理休館（10日間以内）

2008年

（導入直後）
288

火曜、月末（７月除く、休館日と重なった場合なし）、年末

年始、特別整理休館（10日間以内）

2012年

（第１期末）
290

火曜、月末（７月除く、休館日と重なった場合なし）、年末

年始、特別整理休館（10日間以内）

2013年

（第２期初）
341 第３火曜、整理休館（６日間）、年末年始

ｃ）コスト削減

　コスト削減に関わる記述はいずれの文書にも記載が見られない。また、指定管理料・

資料費等の金額も分析対象とする３文書中には書かれていない。コスト削減の状況につ

いては3.3節（市議会での議論）や3.5節（インタビュー調査）によって明らかにするこ

とを試みる。
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3.2.2　その他の制度導入前後の基礎統計の推移

　表３に来館者数と貸出冊数、表４・表５に蔵書冊数・構成比の推移を示す。それぞれ

制度導入以前と以後の５年間のデータをここではまとめている。

表３　天童市立図書館来館者数・貸出冊数推移

来館者数 貸出冊数

2003 116,409 265,860

2004 119,399 267,622

2005 114,921 245,944

2006 121,386 244,636

2007 122,821 246,621

2008 142,946 279,279

2009 146,190 302,608

2010 142,524 296,451

2011 140,673 298,439

2012 143,515 304,935

表４　天童市立図書館蔵書冊数推移

（全体・要目別）

０類 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 合計
合計

前年比

2003 4,187 3,825 13,065 20,711 8,094 10,925 6,273 13,513 2,546 38,153 121,302

2004 4,317 3,943 13,470 21,365 8,345 11,264 6,467 13,932 2,625 39,335 125,062 103.1％

2005 4,510 4,120 14,073 22,321 8,718 11,768 6,756 14,556 2,742 41,096 130,660 104.5％

2006 4,636 4,235 14,467 22,946 8,962 12,097 6,946 14,963 2,819 42,246 134,317 102.8％

2007 4,924 4,331 14,893 23,354 9,130 12,318 7,164 15,448 2,923 43,089 137,574 102.4％

2008 4,913 4,488 15,330 24,315 9,497 12,819 7,360 15,856 2,987 44,767 142,332 103.5％

2009 5,510 4,470 15,476 24,880 9,632 13,003 7,296 16,130 3,052 45,536 144,985 101.9％

2010 5,562 4,554 15,669 25,181 9,631 13,033 7,423 15,752 3,116 46,641 146,562 101.1％

2011 5,485 4,517 15,399 25,271 9,575 12,960 7,279 15,841 3,043 46,553 145,923 99.6％

2012 5,451 4,600 15,520 25,648 9,702 13,226 7,308 15,853 3,060 46,923 147,293 100.9％
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　来館者数・貸出冊数ともに指定管理者制度を導入した2008年から大きく増加している。

この時点では開館日数は制度導入以前から８～10日程度しか増えておらず、この利用等

の増加は１日あたりの来館・貸出増を示すものであり、主として開館時間延長の効果に

よると考えられる。制度導入後は、いずれも微減・微増を繰り返し、ほぼ一定の水準を

維持している。

　蔵書冊数については、制度導入以前は前年比２～４％の増加が続いていたが、制度導

入後は最大２％程度、年によっては前年に比べ減少していることもある。ただし、これ

が資料費減に伴う受け入れの減少によるものか、除籍数の増加に伴うものかは判別でき

ない。

　蔵書における NDC 要目（類）の構成比については、指定管理者制度導入以前（2007

年まで）はほとんど一定で変化が見られない。制度導入後は、わずかに０類、３類、９

類の割合が高まり、２類、７類の割合が低くなっている。3.3節、3.5節で述べる通り、

制度導入後は資料選定会議を開催しつつも、指定管理者に雇用された司書が主体的に資

料を選択するようになっており、一定の影響があったものと見られる。

3.3　指定管理者制度導入後の市議会での議論

　指定管理者制度導入後、2008年度から2017年度（12月時点まで）の天童市議会会議録

より、「図書館」を含む発言や、そのうち指定管理者制度に関わるもの、さらに3.1節で

挙げた分析枠組みの各項目に関わるものの状況をまとめたものが表６（本会議）、表７（予

算特別委員会・決算特別委員会）である。予算・決算特別委員会以外の、常任委員会等

についての会議録は公開されていない。また、本会議については図書館や指定管理者制

表５　天童市立図書館要目別構成比推移

０類 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類

2003 3.5％ 3.2％ 10.8％ 17.1％ 6.7％ 9.0％ 5.2％ 11.1％ 2.1％ 31.5％

2004 3.5％ 3.2％ 10.8％ 17.1％ 6.7％ 9.0％ 5.2％ 11.1％ 2.1％ 31.5％

2005 3.5％ 3.2％ 10.8％ 17.1％ 6.7％ 9.0％ 5.2％ 11.1％ 2.1％ 31.5％

2006 3.5％ 3.2％ 10.8％ 17.1％ 6.7％ 9.0％ 5.2％ 11.1％ 2.1％ 31.5％

2007 3.6％ 3.1％ 10.8％ 17.0％ 6.6％ 9.0％ 5.2％ 11.2％ 2.1％ 31.3％

2008 3.5％ 3.2％ 10.8％ 17.1％ 6.7％ 9.0％ 5.2％ 11.1％ 2.1％ 31.5％

2009 3.8％ 3.1％ 10.7％ 17.2％ 6.6％ 9.0％ 5.0％ 11.1％ 2.1％ 31.4％

2010 3.8％ 3.1％ 10.7％ 17.2％ 6.6％ 8.9％ 5.1％ 10.7％ 2.1％ 31.8％

2011 3.8％ 3.1％ 10.6％ 17.3％ 6.6％ 8.9％ 5.0％ 10.9％ 2.1％ 31.9％

2012 3.7％ 3.1％ 10.5％ 17.4％ 6.6％ 9.0％ 5.0％ 10.8％ 2.1％ 31.9％
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度に関わる発言を網羅的に集計したが、予算・決算特別委員会については、例年の予算・

決算報告や、図書館自体が焦点ではない発言（なんらかの広告物の配布場所として図書

館を挙げる等）は集計していない。

表６　天童市議会本会議における「図書館」「指定管理者制度」関連発言状況

「図書館」

発言

会議数

指定管理

に関する

発言数

専門性

向上

サービス

向上

コスト

削減
資料選定

職員の

雇用

図書館の

運営方針

2008年度 4 2

2009年度 4 1 1 1 1

2010年度 4 4 2 1

2011年度 3 2 1

2012年度 6 6 2 1 1

2013年度 4 2 2

2014年度 4 2

2015年度 2 2

2016年度 2 1

2017年度 1 1 1 1 1

合計 34 23 1 9 3 1 2 0

表７　天童市議会予算・決算特別委員会における

「図書館」「指定管理者制度」関連発言状況

「図書館」

発言

会議数

指定管理

に関する

発言数

専門性

向上

サービス

向上

コスト

削減
資料選定

職員の

雇用

図書館の

運営方針

2008年度 2 1 1

2009年度 2 1 1 1

2010年度 1 2 2

2011年度 3 4 2 2

2012年度 2 2 1 1

2013年度 2 1 1 1

2014年度 1 1 1

2015年度 1 0 1

2016年度 2 0 1

2017年度 0 0

合計 16 12 1 3 1 7 2 2

公立図書館への指定管理者制度導入時・導入後の運営に地方公共団体関係者の認識が与える影響

- 75 -



3.3.1　本会議（定例会・臨時会）

　表のとおり、本会議においては2013年頃まで比較的頻繁に図書館と指定管理者制度に

関する報告・質疑等が行われているが、その中で最も頻繁に言及されているのはサービ

スの向上、特に開館時間・開館日数の増加についてである。主に教育委員会側から、指

定管理者制度導入後の報告として述べられることが多いが、議員から制度導入後、サー

ビスが向上したとの評判がある、という発言もある。一方、指定管理者制度導入により

サービスが後退するのでは、との懸念を示す議員もいた（いずれも2010年度）。

　次いで多いのはコスト削減に関連する発言であるが、このうちコスト削減を実現した、

という主旨の発言は2016年に、教育委員会が指定管理者制度導入の効果を問われて発言

した（常任委員会での発言が紹介された）１回のみである。他の１回は議員からコスト

削減への懸念を述べる意見であり（2010年）、１回は2012年度の指定期間終了に伴う業

者再選定について、教育委員会が開館日数増加と職員増員にあわせ、指定管理料を増額

するというコスト削減とは相反する条例改正提案であった（条例改正は満場一致で可決）。

　職員の雇用については２回、発言があり、うち１回は制度導入以前から人件費削減に

反対していた議員の懸念表明、もう１回は指定管理者再選定に伴う増員の提案（教育委

員会）である。

　制度導入の目的の筆頭に掲げられていた専門性の確保（司書資格取得者の複数配置）

については、2016年度に行われた指定管理者制度導入の効果に関する議論の中で、教育

委員会が具体的な効果として司書増員とレファレンスサービスの充実を述べたのみであっ

た。

　その他には資料選定方法に関する質疑があり、資料選定会議（インタビュー調査の節

で詳述）を行っていることを教育委員会が報告している。これら以外の指定管理者制度

に関する発言は、毎年行われる予算・決算における指定管理者料の説明である。指定期

間が第２期に入った2013年度以降は、図書館と指定管理者制度に関する発言があまり見

られなくなっている。

3.3.2　予算・決算特別委員会

　予算・決算特別委員会で最も関連発言数が多いのは資料選定方法についてである。こ

れはほぼ例年、資料費に関して、どのように購入する図書を選定しているかを議員から

質問し、教育委員会が資料選定会議について説明する、という定型のやりとりとなって

いる。

　その他には本会議同様、サービス向上に関して開館日数増加についての発言がしばし

ばなされている。コスト削減関連では、指定管理料の増額に関し質問がなされている。

専門性の向上については、図書館の利用が増えていることの説明を議員に求められた際
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に、教育委員会側が、指定管理者制度導入により司書の複数配置が実現したことが、読

書推進、レファレンスサービス、ニーズにかなった資料選定等のサービス向上につながっ

たため、との見解を示している。また、制度導入当初は図書館の運営方針全般について、

指定管理者制度が始まったことで市（教育委員会）と図書館との連携不備を懸念する意

見が議員から示されているが、後に同様の発言はほとんど見られなくなっている。

　なお、指定管理者制度以外の図書館に関する発言として、障害者サービス（デイジー

図書）への要望、ブックスタート開始の要望、雑誌スポンサー制度実施の提案などが議

員からなされている。

3.3.3　制度導入後の市議会での議論のまとめ

　3.3.1、3.3.2で見たとおり、指定管理者制度導入後も市議会ではしばしば、図書館に

関する議論が交わされている。特によく言及されるのは開館日数の増加などの（必ずし

も専門性を伴わない）サービス向上についてであり、市議会において制度導入のメリッ

トとして開館時間・日数の増加が大きく認識されていることがうかがえる。一方、コス

ト削減については、削減を重視する意見は特に見られない。むしろ教育委員会からはサー

ビス向上のためによりコストをかける（指定管理料を増額する）提案がなされ、異議な

く可決される等、コスト削減は制度導入後、あまり重視されていないことがうかがえる。

また、教育委員会が強く主張した専門性の向上についても、教育委員会が制度導入の効

果として発言する以外の文脈では特に発言が見られず、市議会議員にはほとんど意識さ

れていないことがわかる。

　制度導入後の図書館の運営方針については、初期を除けば専ら資料選定方法について

確認がなされるばかりで、選定内容に意見が表明されることはあっても（一般書より専

門書を優先すべき等）、選定方法自体（資料選定会議）については特に肯定的意見も、

否定的意見も出ていない。また、教育委員会がどのように指定管理者と関わるか、といっ

た運営そのものに関する議論はほとんどない。

　制度導入後の図書館員の雇用については、司書複数配置が実現し、開館日数増加に伴

い職員数自体の増員も行われたことを教育委員会が報告している。人件費削減への懸念

などは制度導入直後には見られたが、後に関連する発言はほとんど出ていない。

　図書館と指定管理者制度に関する発言自体、会議録中からは減少傾向にある。2017年

は第３期の指定管理者の再選定が行われる年でもあったが、ほとんど議論なく以前と同

じ指定管理者が選定された。市議会において、図書館は指定管理者が運用するものとし

て認識が定着し、そのサービスも特に不満のないものとなっているようである。
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3.4　指定管理者再選定

　2017年に公開された『天童市立図書館指定管理者募集要項・管理業務仕様書』におい

て、3.1節で示した分析枠組みに関する記述として認められるのは「管理業務仕様書」

中における「４管理業務の内容」に集中している。

　本研究では過去の募集における管理業務仕様書を入手することが叶わなかったため、

再選定にあたって見直しが図られた項目を特定することはできなかった。ただし、専門

性の向上に関する項目として、司書資格取得者は「５人以上雇用し」、「カウンターの窓

口に、常時１人以上の司書資格者を配置すること」とされている。3.1.2節で見たとおり、

制度導入当初は司書の雇用は２人以上とされていたことに鑑みれば、再選定にあたって

司書資格取得者をより多数、配置すること、すなわち専門性の向上が強く意識されてい

ることがうかがえる。資料選定も司書資格を持つ者が担当することと指定されており、

レファレンス担当職員を置くこと、ともされている。

　一方、再選定にあたっては休館日や蔵書点検日など、開館日数に関わる記述もあるが、

こちらは2017年の再選定にあたっては大きな変更は見られない。3.2節、3.3節で述べた、

また3.5節でも述べるとおり、2012年の再選定では休館日の大幅な減少等の形でサービ

ス向上が図られていたが、第３期にあたってはそのような拡大はいったん落ち着いたも

のと窺える。

3.5　インタビュー調査

　インタビュー調査は文書記録の分析を補うものとして、特に教育委員会の指定管理者

制度導入後の認識を把握するために実施した。以下、3.1節で策定した分析枠組みに沿っ

て、発話内容を整理する。

　制度導入の目的

ａ）専門性向上（司書複数配置）

　専門性向上、具体的には司書資格取得者を複数人配置することは天童市立図書館にお

ける指定管理者制度導入の一番の目的とされていた。インタビューにおいても、指定管

理者制度導入で「一番良くなった点」は司書資格取得者の複数配置実現である、とされ

ている。インタビューを実施した2014年時点では５人の司書資格取得者が配置されてお

り、カウンターにおけるレファレンスサービスにおいて、より専門的に回答できるよう

になった、との発話がある。

　レファレンスサービス以外では読書推進活動について、制度導入以後、「タイムリー」

かつ「適切」に行うことができるようになった、との発話がある。ただしこれについて

は専門性の向上というよりは民間団体であることに由来するフットワークの軽さ、とし
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て評価されている。専門性向上と直接、結びつけた発話が存在するのはレファレンスサー

ビスのみである。制度導入以前のレファレンスサービスは不十分であったとの見解も示

されており、その改善が制度導入の目的として大きかったことがあらためて窺える。

ｂ）サービス向上（開館時間延長等）

　指定管理者制度導入時、主目的として専門性向上と並んで挙げられていたのは開館時

間の延長と開館日数の増加であった。実際の状況は3.2.1で見たとおりであるが、イン

タビューの中でも制度導入による第二の改善点として挙げられている。入手が叶わなかっ

た第二期の募集要項においては、開館日数を増やすことについても要件として挙げてい

たとのことであり、教育委員会として司書複数配置と並んで重視し続けていたことが窺

える。

ｃ）コスト削減（ただし二次的）

　コスト削減について、インタビュー中では直営時よりも経費が少なく済むだろうとい

う予測はあったものの、「それはあくまで結果論」であり、具体的な削減目標等があっ

たわけではない、とされている。議会に説明する際には具体的に削減できるであろう経

費の予測も示したとのことであるが、あくまで主目的は前二者（専門性向上・サービス

向上）であったと明言されている。

　なお、コスト削減が主目的ではないことの傍証として、インタビュー中では2013年度

からの第２期指定期間において、開館日数を増やしたことに伴って、指定管理者に支払

う指定管理料を増額したことが述べられている。

　制度導入後の図書館の運営方針

ａ）教育委員会がリーダーシップをとる

　指定管理者審査委員会においては、教育委員会内（生涯学習課）に図書館係を置き、

図書館の運営についてリーダーシップをとっていくとされていた。実際、指定管理者制

度導入後、初年度は図書館係が置かれていたことがインタビューでも明言されている。

　しかしインタビューより、この図書館係は１年のみの設置であり、その後は図書館に

ついては他担当（文化財係）が職掌しているとのことであった。文化財係と指定管理者

の間での定期的なミーティング等も存在せず、指定管理者側から要件があれば、担当係

に連絡がある、という形で意思疎通が行われている。生涯学習課が存在する庁舎と図書

館が近いこともあり、インタビュー時点で意思疎通はスムーズに行われているとのこと

であったが、図書館について「教育委員会がリーダーシップをとる」という体制にはな

く、指定管理者側が図書館運営に関し要望を出し、教育委員会側はそれを受ける、とい
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う形になっていた（ただし、後述する資料選定については、教育委員会にイニシアティ

ブが存在する）。

ｂ）資料選定には教育委員会も関与する

　制度導入以前の議論では、資料選定について教育委員会も関与することは明言され、

関係者間での合意も形成されていたものの、それが選定方針の明示にとどまるのか、実

際の資料選定に関わるのかは市議会での発言に揺れが存在していた。

　インタビューによれば、図書資料の選定方針については、年度当初に教育委員会主催

で選定会議を実施し、その場で方針を示し、指定管理者との協議を行っているとのこと

であった。教育委員会側から選定方針を示しているという点では、選定のイニシアティ

ブは教育委員会が担っていると言える。例えば利用者から特定資料の増加の要望があっ

た場合（インタビュー中では経済分野の雑誌を例示）、次年度の選定方針に盛り込むこ

と等が行われており、その方針策定の主体は教育委員会にある。

　一方で具体的な個別資料の購入については、選定方針に則って、予算内で行われてい

る限り、図書館（指定管理者）に一任しているとのことであった。

　制度導入後の図書館員の雇用

ａ）増員・司書を複数配置する

　司書資格所持者の複数配置については前述のとおり、実現している。職員数自体の増

員については、指定管理者制度導入直後についてはインタビューでは触れられていなかっ

たものの、開館日数を増やす第２期のタイミングで増員したとの明言がある。

ｂ）低賃金労働者が増えないよう配慮する

　これも指定管理者制度導入直後の配慮状況については特に触れられていなかったが、

開館日数を増やす第２期のタイミングで、指定管理料の増額にあわせて職員の給与面の

待遇改善も行われたとの発言がある。給与面ではないが、職員の増員が休暇取得等の待

遇改善につながる、とする主旨の発言も認められた。

４　考察

4.1　調査結果のまとめ

　表８は第３章の調査・分析結果に基づき、天童市立図書館への指定管理者制度導入か

ら、現在までの流れをまとめたものである。
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表８　天童市立図書館への指定管理者制度導入から、現在までの流れのまとめ

時期 主体 出来事・内容

2007 市議会 指定管理者制度導入に伴う条例改正審議・可決

教育委員会：目的は専門性向上（司書複数配置）、サー

ビス向上（開館時間・日数）

資料選定は教育委員会が責任を持つ

低賃金労働にならないよう配慮する

市　　　議：人件費削減への懸念を表明

指定管理者審査委員会 要件の策定、指定管理者の選定

審 査 委 員：コスト削減を要請

教育委員会：目的は専門性向上（コスト削減に反論）。

司書は２人以上確保

教育委員会に図書館担当係を置き、リー

ダーシップをとる

市議会 審査会が選定した指定管理者を議決

2008 教育委員会 図書館担当係を設置。資料選定会議を開始

図書館（指定管理者） 制度開始。司書は５人配置。開館時間延長、開館日数

増加、レファレンス体制整備

2008

～

2011

図書館（指定管理者） 来館・貸出増加。蔵書構成が変化

市議会 初期は指定管理者制度を懸念する意見があるが、徐々

に減少

2009 教育委員会 図書館担当係廃止

2012 市議会 第１期委託期間終了に伴う条例改正・指定管理者再選

定

教育委員会：開館日数の大幅増加と、それに伴う増

員等のための委託料増額を提案

市　　　議：異議なく可決

2013 図書館（指定管理者） 第１期と同じ指定管理者が受託。開館日数の大幅増加

（51日間）。増員、委託料増額
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　導入当初、指定管理者制度導入を推進したのは図書館を所管する教育委員会であり、

その目的は専門性の向上（司書複数配置の実現）とサービスの向上（開館時間延長・開

館日数の増加）であるとしていた。一部委員会ではコスト削減も目的のうちと説明して

いたが、指定管理者審査委員会ではコスト削減を目的とすることを否定している。また、

市議会では人件費削減への懸念が表明されたが、低賃金労働にならないよう配慮すると

説明している。運営は概ね指定管理者が行うとしているが、資料選定には教育委員会が

責任を持ち、図書館担当係も置いてリーダーシップを取るとも説明していた。

　制度導入後は真っ先に開館時間延長と開館日数増加が実行に移された（サービス向上）。

また、司書複数配置も実現し、導入後ごく初期の段階で５人の司書が配置された（専門

性向上）。司書５人配置は後に指定管理者選定の要件に取り入れられている。開館日数

については第２期の指定管理者募集においてさらに増やすことが要件化され、実現され

たが、その後はそれ以上の増加は行われていない。また、この開館日数増加に伴って指

定管理料は増額されており、コスト削減は主目的ではない、とする制度導入以前の教育

委員会の主張を裏付けている。

　一方、教育委員会が図書館運営にリーダーシップをとる、という制度導入以前の方針

2014 教育委員会 インタビュー実施時点。

指定管理者制度導入の効果は専門性向上（司書複数

配置）とサービス向上

コスト削減は主目的ではない（現に2013年度より委

託料増額）

資料選定会議は開催しているが、実際の資料選択主

体は指定管理者（司書）

意思疎通はスムーズだが、教育委員会はリーダーシッ

プをとっていない

2016 市議会 指定管理者制度の効果を問う質疑あり。

教育委員会：司書増員とレファレンスサービスの充

実を挙げる

2017 教育委員会 第２期委託期間終了に伴う指定管理者再選定。司書５

人配置を要件化

市議会 第２期委託期間終了に伴う指定管理者再選定（条例改

正はなし）
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は必ずしも遵守されていない。教育委員会（生涯学習課）における図書館係は指定管理

者による運営が２年目に入った時点で廃されており、他担当との兼任となっている。資

料選定については、教育委員会と指定管理者が資料選定会議を開催し、選定方針等を定

めており、そこで特定分野の資料を増やす等の介入は行っているとのことであるが、実

際の選定そのものは指定管理者に任されている。指定管理者制度導入後、蔵書傾向に変

化が見られることから、指定管理者による資料選定・除籍は従来とは異なる傾向を持つ

ものとなっているようである。

　同じく制度導入以前に議論されていた職員の雇用（人件費・待遇）については、制度

導入後の議論でも、文書記録等でもほとんど状況を確認できないが、インタビュー調査

によれば、第２期の指定管理にあたって改善が見られた（人件費削減の手段とはなって

いない）とのことであった。

4.2　図書館関係者以外の認識が制度導入時に与えた影響

　図書館関係者以外（教育委員会、市議会、指定管理者審査委員会）の認識の中で、制

度の導入や導入後の方針策定等に最も大きく影響したのは、発案者である教育委員会の

認識である。教育委員会は一貫して制度導入の目的を専門性向上とサービス向上にある

とし、揺らいでいない。実際に導入時点で司書の複数配置と開館時間延長、開館日数増

加が実現していることからも、教育委員会の認識の影響は大きかったものと考えられる。

　一方、制度導入時点では指定管理者審査委員会や市議会での意見についても、一定程

度取り入れられている。教育委員会が図書館運営のリーダーシップをとるべき、という

審査委員会での議論に対しては、実際に図書館係を設置することで実現されている。資

料選定についても、資料選定会議の設置により教育委員会の管理下に置くこととされて

いる。

　他方で市議会・審査委員会での意見が必ずしも取り入れられない場合もあった。審査

委員会におけるコスト削減のために司書の配置を減らしては、との意見は教育委員会の

反対により実現しておらず、逆に市議会での人件費削減のための指定管理者制度導入は

認められない、という意見も受け入れられていない。ただし、後者については極端な低

賃金労働にはならないよう配慮する、との言質を引き出している。

4.3　図書館関係者以外の認識が導入後の図書館運営に与えた影響

　制度導入後も、制度導入以前に教育委員会が主目的に掲げた「専門性の向上」と「サー

ビス向上」の方針は維持され続けていた。司書の複数配置については後に５人の設置が

要件化され、サービス向上についても、第２期の指定管理者による運営で、指定管理料

を増額してでも実現されている。結果として来館者増・貸出冊数増にもつながっている
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が、一方で司書複数配置はレファレンスサービスの質向上を目的とするものであったに

も関わらず、レファレンスサービスの統計は取られていないなど、いわゆる図書館のア

ウトカム向上に対しどのような影響があったかまでは必ずしも把握されていない。

　また、職員の雇用の問題については、上述の指定管理料の増額に伴い待遇の改善が見

られたことや、職員数自体の増員も見られるなど、事前の議論どおり一定の配慮がなさ

れている。

　他方で、導入前の議論を経て実現された教育委員会がリーダーシップをとるという方

針は、その後、無実化している。図書館担当係は１年で廃止されており、現在の図書館

運営は指定管理者がイニシアティブを取り、教育委員会は実現可否を検討する、という

立場となっている。

4.4　結論

　本研究の目的は、指定管理者制度の導入検討開始から指定期間完了後までの各過程に

おける地方公共団体構成員の意思決定と、それが図書館運営にどのような影響を与えた

かを明らかにすることであった。地方公共団体構成員導入時の意思決定として、天童市

立図書館の指定管理者制度導入は、教育委員会が専門性向上（司書複数配置）とサービ

ス向上（開館時間延長・開館日数増加）を目的に推進したものであり、その後の図書館

運営によってその目的は達成されていたことがわかった。地方公共団体構成員ごとの議

論としては、市議会での議論や指定管理者審査委員会では、コスト削減等にも触れられ

ていたが、教育委員会にとってこれは主目的ではなく、指定管理者制度導入後も、コス

ト削減は実現していなかった。また、市議会・指定管理者審査委員会では制度導入後も

教育委員会が図書館のリーダーシップをとるとされていたが、これも実際には行われて

いない。よって、天童市立図書館の事例においては、地方公共団体構成員のうち、教育

委員会の意思決定や認識が、指定管理者制度の運用と導入後の図書館運営に最も大きく

影響しており、その他の関係者（市議会・審査委員会等）の影響は限定的であったと言

える。指定管理者制度導入後は年々市議会等での図書館・指定管理者制度に関する質疑

自体、減少しており、今後は教育委員会の当初の意図にかなった形で、安定的に制度が

運用されていくものと予想される。

4.5　今後の課題

　本研究は山形県天童市の一事例について、詳細な経過を追うことで指定管理者制度の

導入や、導入後の図書館運営へ影響をおよぼす要因についての新たな視点を得ることを

目的とするものであった。本稿で得られた結論はあくまで天童市という一事例にとどま

るものであり、今後はその一般化可能性について、他の地方公共団体での事例について
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調査すること等によって検証していく必要がある。
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